
R5.12.20

   イ　過去（当初入札案件等）に提出した申請書類に添付漏れや誤記等の不備があった場合、その不備のあった書類により評価を実施することとなり、加点

　　します。

添　　付　　資　料 添付 省略 備　　　考

別記様式1（表紙１－１）
☐

必須

（表紙１－２）
☐

必須

別記様式２
☐

必須

資格を有していることが確認できる「登録証」等の写し
☐
※

☐
※入札公告の属する年度初
めての申請の場合は必須

別記様式３
☐

必須

技術者の保有資格 資格を有していることが確認できる「登録証」等の写し
☐
※

☐
※入札公告の属する年度初
めての申請の場合は必須

TECRIS又は、契約書及び変更協定書並びに工種別数量内訳書等の
写し

☐
※

☐
※入札公告の属する年度初
めての申請の場合は必須

上記、同種業務に従事したことが確認できる書類（TECRISで確認出来
る場合は不要）

☐
※

☐
※入札公告の属する年度初
めての申請の場合は必須

継続教育の実績
（過去３年度間の取得単位）

取得単位を証明する書類の写し（森林分野等の分野が確認できるも
の）

☐
※

☐
※入札公告の属する年度初
めての申請の場合は必須

別記様式３－１
☐
※

☐
※入札公告の属する年度初
めての申請の場合は必須

記載した業務すべての業務成績評定通知書の写し
☐
※

☐
※入札公告の属する年度初
めての申請の場合は必須

管理技術者の手持ち業務件数及
び金額

手持ち業務の状況に記載したすべての契約書の写し（業務名）・発注機
関名・履行期間・社印を有する部分及び契約金額が確認できる部分

☐
※

☐ ※「有」の場合は必須

別記様式４
☐

必須

別記様式４－１
（省略する場合は、別記様式４に件数、平均点の記載が必須）

☐
※

☐
※入札公告の属する年度初
めての申請の場合は必須

記載した業務すべての業務成績評定通知書の写し
☐
※

☐
※入札公告の属する年度初
めての申請の場合は必須

表彰実績又は関東森林管理局が
指定する大規模災害の受注実績

表彰等の写し又は受注実績の確認できる書類
☐
※

☐
※入札公告の属する年度初
めての申請の場合は必須

ワーク・ライフ・バランス等の推進の
取組

認定通知書等の写し
☐
※

☐
※入札公告の属する年度初
めての申請の場合は必須

賃上げの実施の表明の有無
別記様式４－２
なお、中小企業の場合は上記に併せて「法人税申告書別表１」も必須

☐
※

※「有」の場合は必須

実施方針及び実施手順、工程計画 別記様式５
☐

必須

総合的コスト、性能・精度に関する
事項、社会的要請に関する事項

別記様式６
☐

必須

測量・コンサルタント「技術提案書添付資料チェックリスト」

「省略」に当たっては次の点にご注意ください。

   ア  技術提案書に係る添付書類を「省略」とした場合、申請書類の確認は行わず過去（当初入札案件等）に提出のあった書類により 評価を実施することと

　　　また、省略することとし記載した当初入札件名等が誤っている場合も、審査（加点）対象とはなりませんのでご注意ください。

項　　　　　目

※　同様の様式であっても、「競争参加資格申請」「技術提案書」それぞれに添付が必要です。

　　 なります。

     の対象とはなりません。申請時に「省略」を選択する際は、過去（当初入札案件等）に提出した書類を十分確認するなど、慎重かつ丁寧な対応をお願い

予
定
管
理
技
術
者
の
経
験

、
能
力
及
び
専
任
性

前年度までの15年度間における同
種業務（入札公告に示す業務）の
実績

関東森林管理局長等が発注した同
種業務の業務成績評定点における
管理技術者の平均点（過去３年度
間の平均）

表紙

添付書類一覧

企
業
の
実
施

体
制

業務実施体制

　　　イ　「過去2年度間」⇒入札公告日の属する年度の前々年度4月1日から前年度3月31日まで。

　　　ウ　「過去３年度間」⇒入札公告日の属する年度の前年度を含めた３年前の4月1日から前年度3月31日まで。

　　　エ　　「過去10年度間」⇒入札公告日の属する年度の前年度を含めた10年前の4月1日から前年度3月31日まで。

　　　オ　「過去15年度間」⇒入札公告日の属する年度の前年度を含めた15年前の4月1日から前年度3月31日まで。

企
業
の
実
績

、
能
力

、
信
頼
性

関東森林管理局長等が発注した同
種業務の業務成績評定点における
企業の平均点
（過去３年度間の平均）

技
術
提
案
等

※１　年度間等の考え方

　　　ア　「過去1年度間」⇒入札公告日の属する年度の前年度4月1日から前年度3月31日まで。


